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一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会 

 

 

 

  沖縄県における民間社会福祉事業等従事職員の福利増進を図り、
もって社会福祉事業の進展に寄与することを目的として設立。 

 

 

   

  昭和３８年１月１９日に「沖縄県民間社会福祉事業職員共済会」とし
て設立し、以後、昭和６１年３月２８日に「財団法人沖縄県社会福祉事
業共済会」として認可されました。その後、公益法人制度改革により平
成２５年４月１日に「一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会」として
認可され現在に至っています。 

 
2 

設立目的 

沿 革 



事 業 概 要 
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給付事業 

研修事業 

福利厚生事業 

提携ローン 

受託事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
退職共済金給付事業 

慶弔見舞金給付事業（結婚、傷病、災害、死亡弔意金） 

各種研修・セミナー開催事業 

長期在会加入者表彰 

その他福利厚生事業（テーブルマナー教室等） 

社会福祉施設職員等退職共済制度受託業務 

 （退職手当金請求書・被共済職員退職届） 

株式会社「セディナ」限定職域ローン 

貸付事業 償還業務のみ（新規貸付は平成２５年度より休止） 



１．退職共済金給付事業 
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 （１） 加入資格 
 

 加入者負担 → 標準給与月額×1,000分の20 

 事業主負担 → 標準給与月額×1,000分の20 

（２） 掛金の額 

 ※ 標準給与月額＝毎年、４月１日現在の本俸月額(基本給)を基準に別表(１)の 
  掛金基準表に該当する額で、翌年３月まで同額を納付する。 

 本会から加入を承認された沖縄県内の民間社会福祉施設・団体等（社会福
祉法人が設置運営する老人保健施設も含む）の常勤職員並びに雇用期間が
１年以上、労働時間が就業規則で定める正規職員の３分の２以上の嘱託・非
常勤等職員で、所属長又は経営者から加入が承認された者。 

 標準給与月額の1,000分の40とし、加入承認された月から退職する月まで納
付する。掛金納付負担の割合は下記による。 
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（３） 契約・加入・変更等 

共 済 会 

法  人 ( 施  設 ・ 団  体 ) 

加
入
者
届 

契
約
申
込
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施
設
掛
金 

 契約、加入及び変更等までの流れは次のとおり。 
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（４） 退職共済金給付 
 

 掛金納付した月から退職した年月までの勤務年月数を下記の退職共済金
基準表(支給率)により乗じた額を給付。  

退職共済金基準表 

 
  加入期間 支給率 

１ ６カ月未満 掛金納入額の100分の50（個人掛金分） 

２ ６カ月以上３年未満 掛金納入額の100分の85 

３ ３年以上６年未満 掛金納入額の100分の100 

４ ６年以上９年未満 掛金納入額の100分の110 

５ ９年以上12年未満 掛金納入額の100分の115 

６ 12年以上20年未満 掛金納入額の100分の120 

７ 20年以上 掛金納入額の100分の125 

 本会加入から退職までに支払った掛金納入額に退職共済金基準表 

２～７に該当する支給率を乗じた額が退職共済金受取額となります。 

（５） 退職共済金算定方法 
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（６）退職共済金支給方法 

共 済 会 銀 行 

法  人 ( 施  設 ・ 団  体 ) 

退
職
金
支
払 

退 職 者（受給者） 

退
職
共
済
金
支
払 

（事
業
主
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び
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業
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金
） 

退職共済金振込依頼 

 退職から退職共済金請求及び受給までの流れは次のとおり。  
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（７） 加入者、退職者等の状況 

       
        項目 

加 入 者 数 
対前年比 

   年度 男 女 計 

 平成25年度末加入者数 2,448名 3,826名 6,274名   

 平成26年度加入者数 346名 527名 873名   

 平成26年度退職者数 239名 492名 731名   

 平成26年度末加入者数 2,555名 3,861名 6,416名 102％（142名増） 



（８） 退職共済金の給付状況 

 平成26年度における退職共済金は731件で573,349,175円を給付 

 なお、法人化移行後の退職共済金給付状況は次のとおり 

      項 目 
件 数 金  額 摘要 

  年 度 

昭和61～平成20年度 8,328件 5,049,436,331円 

  

平成21年度 633件 524,273,384円 

平成22年度 623件 617,267,581円 

平成23年度 637件 665,929,101円 

平成24年度 785件 642,403,809円 

平成25年度 695件 576,848,708円 

平成26年度 731件 573,349,175円 

合 計 12,432件 8,649,508,089円 



２．慶弔見舞金給付事業 
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 種別 受給要件 給付金額 添付書類 

（１）結婚祝金 
加入者が結婚した場合 
（夫婦加入者の場合両方該当します。） 

10,000円 
所属長の証明 
(預金通帳写) 

（２）死亡弔慰金 

加入者死亡の場合 
（夫婦加入者の場合本人死亡、配偶者死亡請
求の２件該当します。） 

本人の場合 
100,000円 

所属長の証明 
及び死亡診断書 

(預金通帳写) 

配偶者死亡の場合 10,000円 所属長の証明 
(預金通帳写) 一親等以内死亡の場  5,000円 

（３）傷病見舞金 
疾 病 ま た は 傷 病 の た め １ ヵ 月 以 上 の 
入院・自宅療養した場合。但し、同一病名につ
き当該年度一回とする。 

10,000円 

所属長の証明 
及び医師の証明 

か診断書写 
(預金通帳写) 

（４）災害見舞金 

火災、風水害、被災者の場合 10,000円 所属長の証明及び 
官公署発行 
罹災証明書 

(預金通帳写) 特別の事情のある場合 
支給限度額 

30,000円 

※ 加入者となった月から受けられます。 
※ 給付金は、加入者１人ひとりが支給対象となりますので、夫婦・家族についても個々に請求書を提出して下さい。 
 



（１）結婚祝金の給付状況 

 平成26年度における結婚祝金は119件で1,190,000円を給付 

 なお、法人化移行後の結婚祝金給付状況は次のとおり 

       項 目 
件 数 金  額 摘要 

  年 度 

昭和61～平成20年度 1,947件 19,470,000円 

  

平成21年度 95件 950,000円 

平成22年度 86件 860,000円 

平成23年度 105件 1,050,000円 

平成24年度 100件 1,000,000円 

平成25年度 109件 1,090,000円 

平成26年度 119件 1,190,000円 

合 計 2,561件 25,610,000円 



（２）弔慰金の給付状況 

   平成26年度における死亡弔慰金は139件で905,000円を給付 

  なお、法人化移行後の死亡弔慰金給付状況は次のとおり 

     種 別 本 人 配偶者 一親等以内 

 年 度 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

昭和61～平成20年度 70件 7,000,000円 93件 930,000円 1,541件 7,705,000円 

平成21年度 3件 300,000円 8件 80,000円 77件 385,000円 

平成22年度 4件 400,000円 1件 10,000円 91件 455,000円 

平成23年度 3件 300,000円 4件 40,000円 94件 470,000円 

平成24年度 2件 200,000円 4件 40,000円 107件 535,000円 

平成25年度 6件 600,000円 3件 30,000円 108件 540,000円 

平成26年度 2件 200,000円 4件 40,000円 133件 665,000円 

合 計 90件 9,000,000円 117件 1,170,000円 2,151件 10,755,000円 



（３）傷病見舞金及び災害見舞金の給付状況 

 平成26年度における見舞金は58件で590,000円を給付 

 なお、法人化移行後の見舞金給付状況は次のとおり 

        項 目 
件 数 金  額 摘要 

 年 度 

昭和61～平成20年度 1,075件 10,860,000円 

  

平成21年度 48件 480,000円 

平成22年度 54件 540,000円 

平成23年度 65件 650,000円 

平成24年度 53件 530,000円 

平成25年度 54件 540,000円 

平成26年度 58件 590,000円 

合 計 1,407件 14,190,000円 



３．研修事業 
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  財団法人から一般財団法人への移行時の認可条件である公益目的支出計画に基づいて、
一般県民を対象とした公益事業として実施されるもので、一般県民及び本会加入施設・団体
を含めた公益目的支出計画実施事業として、社会福祉活動に関するセミナー等を開催し、県
民の社会福祉に関する理解と参加促進を図るとともに福祉人材の確保養成を趣旨に、各種
研修を実施。  

４．福利厚生事業 

（１） 長期在会加入者表彰 

対   象：毎年１月31日現在 本会在会30年の加入者 
顕彰内容：顕彰式典の開催 表彰状・記念品の贈呈 

（２） その他福利厚生事業 

① テーブルマナー教室の開催 
② 宮古・八重山・離島地区商品券進呈事業 
③ 健康で豊かな生き方講座助成事業 



５．受託事業 
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  独立行政法人 福祉医療機構が実施する「社会福祉施設職員等

退職手当共済制度」の「被共済職員退職届」の受理及び「退職手当
金請求書・合算申出書」等の機構への送付について行っています。 

６．貸付事業 

貸付事業については、一般財団法人への移行に伴い、貸金
業への登録が困難なため、新規貸付業務を停止し、償還業務
のみを行っています。 

 新規貸付業務の停止に伴い、本会加入者限定として、低金利で
ご利用いただける「パーソナルローン」の提携契約を株式会社セ
ディナと締結し、貸付の斡旋を行っています。 

７．提携ローン 



退職共済金の会計処理について 



  一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施している、退職共済制度による退職共済金（本人の掛金

は除く）は、「退職所得」として認めてもらうため、共済契約者（事業主）が支払者とした「社内退職積立金」扱い

として、事業主が支払った掛金（拠出金）は退職給付積立資産として貸借対照表へ計上する必要があります。

そのため各施設・団体の対応としては、次のことをお願いしております。 

  １．各施設・団体において、就業規則（退職金)又は退職規程の制定・整備を行う。  

  ２．各施設・団体としての会計処理を行う。  

   （１） 共済会掛金（事業主分）を拠出時に、退職給付引当資産並びに退職給付引当金として、貸借対照表 

      に計上すること。  

   （２） 退職共済金支給時に、退職金として支出する会計処理を行なうこと。 

  

 ※ 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施している、退職共済制度による退職共済金について 

   は退職一時金のみの取り扱いとなっております。 

会計処理及び規程等の整備 



１ 会計処理に関する勘定科目（社会福祉法人） 

 下記の表は、社会福祉法人会計基準(平成２３年基準)に基づく、沖縄県社会福祉事業共済会退職共済事業の科目について説明をして 
おります。勘定科目(小区分)については、参考として示しておりますので、法人･施設団体により科目名が異なる場合があります。 

 １．貸借対照表科目 

大区分 中区分 小区分 説明 

＜資産の部＞       

固定資産 
その他固定資産 

退職給付引当資産 共済会退職共済金預け金  沖縄県社会福祉事業共済会の契約者が、掛金として支払済の預け金累計額をいう。 

＜負債の部＞       

固定負債 退職給付引当金 共済会退職共済金引当金  将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 

  

 ２．事業活動計算書科目 

大区分 中区分 小区分 説明 

収益       

その他の収益 雑収益 共済会退職共済金収益  共済会退職金預け金 ＜ 共済会退職共済金 の差益を受け入れる科目。 

費用       

人件費 退職給付費用 
共済会退職共済金給付費用  法人・施設団体が拠出する掛金に見合う引当金繰入額。 

共済会退職共済金  共済会退職金預け金 ＜ 共済会退職共済金 の差益を退職金として支払う科目。 

 ３．資金収支計算書科目 

大区分 中区分 小区分 説明 

＜事業活動による収入＞     

その他の収入 雑収入 共済会退職共済金収入  共済会退職金預け金 ＜ 共済会退職共済金 の差益を受け入れる科目。 

＜事業活動による支出＞     

人件費支出 退職給付支出 共済会退職共済金支出  共済会退職共済金として支払う科目をいう。 

＜その他の活動による収入＞     

積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職共済金預け金取崩収入  共済会退職共済金預け金の取崩による収入科目。 

＜その他の活動による支出＞     

積立資産支出 退職給付引当資産支出 共済会退職共済金掛金支出  共済会退職共済預け金へ積立の為の支出科目。（掛金） 



 下記の表は、公益法人会計基準(平成２０年基準)に基づく、沖縄県社会福祉事業共済会退職共済事業の科目について説明をして 
おります。勘定科目(小区分)については、参考として示しておりますので、法人･施設団体により科目名が異なる場合があります。 

 １．貸借対照表科目 

大区分 中区分 小区分 説明 

＜資産の部＞       

固定資産 
特定資産 

退職給付引当資産 共済会退職共済金預け金 
 退職給付を支払うための特定預金等(沖縄県社会福祉事業共済会の契約者が、掛金として
支払済の預け金累計額をいう。） 

＜負債の部＞       

固定負債 退職給付引当金 共済会退職共済金引当金 
 退職給付に係る見積債務額から年金資産額等を控除したもの（将来支給する退職金のうち、
当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。） 

  

 ２．正味財産増減計算書（損益計算書）科目 

大区分 中区分 小区分 説明 

経常収益       

雑収益 雑収益 共済会退職共済金収益  共済会退職金預け金 ＜ 共済会退職共済金 の差益を受け入れる科目。 

経常費用       

事業費・管理費 退職給付費用 
共済会退職共済金給付費用  法人・施設団体が拠出する掛金に見合う引当金繰入額。 

共済会退職共済金  共済会退職金預け金 ＜ 共済会退職共済金 の差益を退職金として支払う科目。 

 ３．収支計算書科目（参考） 

大区分 中区分 小区分 説明 

＜事業活動による収入＞     

その他の収入 雑収入 共済会退職共済金収入  共済会退職金預け金 ＜ 共済会退職共済金 の差益を受け入れる科目。 

＜事業活動による支出＞     

事業費・管理費支出 退職給付支出 共済会退職共済金支出  共済会退職共済金として支払う科目をいう。 

＜投資活動による収入＞     

特定資産取崩収入 共済会退職共済金取崩収入    共済会退職共済金預け金の取崩による収入科目。 

＜投資活動による支出＞     

特定資産支出 共済会退職共済金預け金支出    共済会退職共済預け金へ積立の為の支出科目。 

２ 会計処理に関する勘定科目（公益法人法人） 



３ 退職共済金に関する会計処理及び仕訳例  

Ⅰ 掛金納付時の会計処理について 

  共済会 掛金納付額   16,000円    ① 掛金(加入者負担分) 8,000円    ② 掛金(事業主負担分) 8,000円   

 １．給与支払い時に加入者負担分を控除する 

 (１) 給与日に加入者負担掛金及び事業主負担掛金を納付 

給与支払日 貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

ア．加入者負担分控除 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 

給  料 8,000 預  金 8,000 給  料 8,000 支払資金 8,000 

イ．事業主負担分掛金 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 (事業主負担分) 共済会退職共済金預け金 8,000 預  金 8,000 
共済会退職共済金掛金
支出 

8,000 支払資金 8,000 

 ※退職給付引当金の繰入 共済会退職共済金給付費用 8,000 共済会退職共済金引当金 8,000 仕訳なし 

 (２)  給与日に加入者負担掛金を控除し預り 

 ① 給与支払日 貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

加入者負担分控除 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 

給  料 8,000 預り金 8,000 給  料 8,000 支払資金 8,000 

 (３)  後日、加入者負担掛金預り分及び事業主負担掛金を納付(引落) 

 掛金納付日(引落・振込日) 貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

ア．加入者負担分掛金 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 (本人負担分) 預り金 8,000 預  金 8,000 仕訳なし 

イ．事業主負担分掛金 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 (事業主負担分) 共済会退職共済金預け金 8,000 預  金 8,000 
共済会退職共済金掛金
支出 

8,000 支払資金 8,000 

 ※退職給付引当金の繰入 共済会退職共済金給付費用 8,000 共済会退職共済金引当金 8,000 仕訳なし 



Ⅱ 掛金累計額を上回る退職共済金を給付する場合 

① 合計支給額 891,272 円 

② 加入者拠出額 434,400 円 

③ 退職共済金額 456,872 円 

④ 施設掛金累計額 434,400 円 

⑤ 掛金増減額（③－④） 22,472 円 

１．共済会より退職者本人口座へ直接送金した場合 

  (１) 簡便的方法（現金主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は次年度会計に入れる～ 

退職者への送金日 貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

 退職共済金支払 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 引当資産の取崩･引当金戻入 
共済会退職共済金 

引当金 
434,400 

共済会退職共済金 
預け金 

434,400 
共済会退職共済金 

支 出 
434,400 

共済会退職共済金 
預け金取崩収入 

434,400 

 掛金増加額 共済会退職共済金 22,472 
共済会退職共済金 

収 益 
22,472 

共済会退職共済金 
支 出 

22,472 
共済会退職共済金 

収 入 
22,472 

  (２) 原則的方法（発生主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は年度内会計に入れる～ 

決算日（期末 3/31) 
貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 引当資産取崩 未 収 金 434,400 
共済会退職共済金 

預け金 
434,400 支払資金 434,400 

共済会退職共済金 
預け金取崩収入 

434,400 

 掛金増加額 未 収 金 22,472 
共済会退職共済金 

収 益 
22,472 支払資金 22,472 

共済会退職共済金 
収 入 

22,472 

 引当金戻入･退職金計上 
共済会退職共済金 

引当金 
434,400 未 払 金 434,400 

共済会退職共済金 
支 出 

434,400 支払資金 434,400 

 掛金増加額分の退職金計上 共済会退職共済金 22,472 未 払 金 22,472 
共済会退職共済金 

支 出 
22,472 支払資金 22,472 

退職者への送金日 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 

未 払 金 456,872 未 収 金 456,872 仕訳なし 



２．共済会より法人（施設）口座へ送金した場合 
  (１) 簡便的方法（現金主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は次年度会計に入れる～ 

退職金の受領日 
貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預  金 434,400 預 り 金 434,400 仕訳なし 

 引当資産取崩 預  金 434,400 
共済会退職共済金 

預け金 
434,400 支払資金 434,400 

共済会退職共済金 
預け金取崩収入 

434,400 

 掛金増加額 預  金 22,472 
共済会退職共済金 

収 益 
22,472 支払資金 22,472 

共済会退職共済金 
収 入 

22,472 

退職者への送金日 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預 り 金 434,400 預  金 434,400 仕訳なし 

 引当金戻入･退職金支払 
共済会退職共済金 

引当金 
434,400 預  金 434,400 

共済会退職共済金 
支 出 

434,400 支払資金 434,400 

 掛金増加額分の退職金支払 共済会退職共済金 22,472 預  金 22,472 
共済会退職共済金 

支 出 
22,472 支払資金 22,472 

  (２) 原則的方法（発生主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は年度内会計に入れる～ 

決算日（期末 3/31) 
損益計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 引当資産取崩 未 収 金 434,400 
共済会退職共済金 

預け金 
434,400 支払資金 434,400 

共済会退職共済金 
預け金取崩収入 

434,400 

 掛金増加額 未 収 金 22,472 
共済会退職共済金 

収 益 
22,472 支払資金 22,472 

共済会退職共済金 
収 入 

22,472 

 引当金戻入･退職金計上 
共済会退職共済金 

引当金 
434,400 未 払 金 434,400 

共済会退職共済金 
支 出 

434,400 支払資金 434,400 

 掛金増加額分の退職金計上 共済会退職共済金 22,472 未 払 金 22,472 
共済会退職共済金 

支 出 
22,472 支払資金 22,472 

退職金の受領日 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預  金 434,400 預 り 金 434,400 
仕訳なし 

 共済会退職金収入 預  金 456,872 未 収 金 456,872 

退職者への送金日 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預 り 金 434,400 預  金 434,400 
仕訳なし 

 共済会退職共済金支払 未 払 金 456,872 預  金 456,872 



Ⅲ 掛金累計額を下回る退職共済金を給付する場合 
① 合計支給額 215,250 円 

② 加入者拠出額 122,880 円 

③ 退職共済金額 92,370 円 

④ 施設掛金累計額 122,880 円 

⑤ 掛金増減額（③－④） -30,510 円 

１．共済会より退職者本人口座へ直接送金した場合 

  (１) 簡便的方法（現金主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は次年度会計に入れる～ 

退職者への送金日 
貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 共済会退職共済金支払 
共済会退職共済金 

引当金 
92,370 

共済会退職共済金 
預け金 

92,370 
共済会退職共済金 

支 出 
92,370 

共済会退職共済金 
預け金取崩収入 

92,370 

 引当資産の取崩･引当金消去 
共済会退職共済金 

引当金 
30,510 

共済会退職共済金 
預け金 

30,510 仕訳なし 

  (２) 原則的方法（発生主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は年度内会計に入れる～ 

決算日（期末 3/31) 
貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 引当資産取崩 未 収 金 92,370 
共済会退職共済金 

預け金 
92,370 支払資金 92,370 

共済会退職共済金 
預け金取崩収入 

92,370 

 引当金戻入･退職金計上 
共済会退職共済金 

引当金 
92,370 未 払 金 92,370 

共済会退職共済金 
支 出 

92,370 支払資金 92,370 

 退職給付引当金消去 
共済会退職共済金 

引当金 
30,510 

共済会退職共済金 
預け金 

30,510 仕訳なし 

退職者への送金日 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 

未 払 金 92,370 未 収 金 92,370 仕訳なし 



２．共済会より法人（施設）口座へ送金した場合 

  (１) 簡便的方法（現金主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は次年度会計に入れる～ 

退職金の受領日 
貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預  金 122,880 預 り 金 122,880 仕訳なし 

 引当資産取崩 預  金 92,370 
共済会退職共済金 

預け金 
92,370 支払資金 92,370 共済会退職共済金 

預け金取崩収入 
92,370 

 退職給付引当金消去 
共済会退職共済金 

引当金 
30,510 

共済会退職共済金 
預け金 

30,510 仕訳なし 

退職者への送金日 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預 り 金 122,880 預  金 122,880 仕訳なし 

 引当金戻入･退職金支払 
共済会退職共済金 

引当金 
92,370 預  金 92,370 

共済会退職共済金 
支 出 

92,370 支払資金 92,370 

  (２) 原則的方法（発生主義で処理した場合） ～３月３１日付退職者は年度内会計に入れる～ 

決算日（期末 3/31) 
貸借対照表・事業活動(損益)計算書仕訳処理 収支計算書仕訳処理 

借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 引当資産取崩 未 収 金 92,370 
共済会退職共済金 

預け金 
92,370 支払資金 92,370 共済会退職共済金 

預け金取崩収入 
92,370 

 引当金戻入･退職金計上 
共済会退職共済金 

引当金 
92,370 未 払 金 92,370 

共済会退職共済金 
支 出 

92,370 支払資金 92,370 

 退職給付引当金消去 
共済会退職共済金 

引当金 
30,510 

共済会退職共済金 
預け金 

30,510 仕訳なし 

退職金の受領日 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預  金 122,880 預 り 金 122,880 
仕訳なし 

 引当金戻入･退職金支払 預  金 92,370 未 収 金 92,370 

退職者への送金日 借 方 貸 方 借 方 貸 方 

 加入者負担分 預 り 金 122,880 預  金 122,880 
仕訳なし 

 退職給付引当金支払 未 払 金 92,370 預  金 92,370 



マイナンバー制度の概要 
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平成28年１月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要になります。 
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マイナンバー制度実施の流れ 
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退職所得の受給に関する申告書の変更 

  

旧様式 新様式 

平成  年  月  日 

平成  
年分 

退職所得の受給に関する
申 告 書 

  

税務署
長 
市町村
長 

殿 退 職 所 得 申 告 書 

退
職
手
当
の
支
払
者
の 

所 在 地 
（ 住 所 ） 

  

あ
な
た
の 

氏 名   印 

  
現 住 所 

〒   

名 称 
（ 氏 名 ）   

  

その年１
月 １ 
日現在の
住 所 

〒   

  

Ａ 

 このＡ欄には、すべての人が、記載してください。（あなたが、前に退職手当等の支払を受
けたことがない場合には、下のＢ以下の各欄には記載する必要がありません。） 

① 

 退職手当等の支払
を受けることとなっ
た年月日 

年   月   日 

③  この申告書の提出
先から受ける退職手
当等についての勤続
期間 

自 年  月  日 年 

    至 年  月  日   

    うち 
特定役員等勤続
期間 

有 自 年  月  日 年 

② 
退職の区分
等 

一般 

〔 〕 

生
活 
扶
助 

の 有 ・ 無 

  無 至 年  月  日   

  ・     うち 
重複勤続期間 

有 自 年  月  日 年 

  障害     無 至 年  月  日   

Ｂ 

 あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このＢ欄に記載し
てください。 

④ 
 本年中に支払を
受けた他の退職手
当等についての勤
続期間 

自 年  月  日 
⑤  ③と④の通算勤続

期間 

自 年  月  日 年 

    至 年  月  日   

  
至 年  月  日 

  うち 
特定役員等勤続
期間 

有 自 年  月  日 年 

    無 至 年  月  日   

  うち 
特定役員等勤続
期間 

有 自 年  月  日 年     うち 
重複勤続期間 

有 自 年  月  日 年 

  無 至 年  月  日       無 至 年  月  日   

   平成  年  月  
日 

年分 

退職所得の受給に関する申
告 書 

  
税務署長 
市町村長 

殿 退 職 所 得 申 告 書 

退
職
手
当
の
支
払
者
の 

所 在 地 
（ 住 所 ） 

〒 

あ
な
た
の 

現 住 所 

〒             

    

氏   名 
                                                            
㊞ 

名称 
（氏名）   

個人番号 

                        

            

 
法人番号

（個人番号） 

※提出を受けた退職手当の支払者が記載して
ください。 

                        

              その年１月
１ 

日現在の住
所 

〒             

                            

Ａ 

 このＡ欄には、すべての人が、記載してください。（あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場
合には、下のＢ以下の各欄には記載する必要がありません。） 

① 
 退職手当等の支払を受け
ることとなった年月日 

  年   月   日 

③  この申告書の提出先か
ら受ける退職手当等につ
いての勤続期間 

自 年  月  日   年 

至 年  月  日   

うち 
特定役員等勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

② 退職の区分等 

一般 

〔  
〕 

生活 
 

扶助 
の 有 ・ 無   

無 至 年  月  日   

・   
うち 
重複勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

障害     無 至 年  月  日   

Ｂ 

 あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このＢ欄に記載してください。 

④ 

  
 本年中に支払を受けた他
の退職手当等についての勤
続期間 

自 年   月   日 
⑤ 

 ③と④の通算勤続期間 
自 年  月  日   年 

至 年  月  日   

  
至 年   月   日 

うち 
特定役員等勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

  無 至 年  月  日   

  
うち 
特定役員等勤続期間 

有 自 年   月   日 年   
うち 
重複勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

  無 至 年   月   日       無 至 年  月  日   

個人番号
記載欄を

追加 

法人番号
記載欄を

追加 



32 

退職所得の受給に関する申告書 

１．退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第 203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、  

 退職手当等の支払者に提出する手続です。 

２．国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この 

 申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20％（平成25年1月1日以後に支払を受け 

 るべきものにつ いては20.42％）の税率による源泉徴収が行われることとなります。  

３．退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の 

 必要はありません（退職手当等の支払者が保管することになっています。） 
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退職所得の受給に関する申告書(抜粋） 記載例 

平成28年2月10日 
平成28年分 

退職所得の受給に関する申告書 

  
税務署長 
市町村長 

殿 退 職 所 得 申 告 書 

退
職
手
当
の
支
払
者
の 

所 在 地 
（ 住 所 ） 

〒 903-0804 

あ
な
た
の 

現 住 所 
〒 903-0804             

 那覇市首里石嶺町123-456   那覇市首里石嶺町４５６-７８９ 

氏   名       沖 縄 秋 子     ㊞ 
名称 

（氏名）  社会福祉法人 琉球福祉会  
個人番号 

                        

            

 
法人番号（個

人番号） 

※提出を受けた退職手当の支払者が記載してください。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
              その年１月１ 

日現在の住所 

              

1 3 0 0 5 6 7 8 9 0 1 2 3    同  上 

Ａ 

 このＡ欄には、すべての人が、記載してください。（あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、下のＢ以下の各
欄には記載する必要がありません。） 

①  退職手当等の支払を受けること
となった年月日 

Ｈ 28 年 1 月 ３1 日 

③  この申告書の提出先から受
ける退職手当等についての勤
続期間 

自 Ｈ10年11月1日   年 

至 Ｈ28年1月31日 18 

うち 
特定役員等勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

② 
退職の区分

等 

一般 
〔  
〕 

生活 
 

扶助 
の 有 ・ 無   

無 至 年  月  日   

・   うち 
重複勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

障害     無 至 年  月  日   

Ｂ 

 あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このＢ欄に記載してください。 

④ 

  
 本年中に支払を受けた他の退職
手当等についての勤続期間 

自 年   月   日 
⑤ 

 ③と④の通算勤続期間 
自 年  月  日   年 

至 年  月  日   

  
至 年   月   日 

うち 
特定役員等勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

  無 至 年  月  日   

  うち 
特定役員等勤続期間 

有 自 年   月   日 年   うち 
重複勤続期間 

有 自 年  月  日   年 

  無 至 年   月   日       無 至 年  月  日   

退職した年を記入 

現在住んでいる住所を記入 

氏名を記入のうえ、必ず押印 

個人番号を記入 

退職した年の１月１日現在の 
住所を記入 

法人番号を記入 

◎Ａ欄 

勤続年数の期間に1年に満たな 
い端数があるときは、1年に切 
り上げます 

就職日を記入 

退職日を記入 

退職の区分等を記入 

◎Ｂ欄 

特別な事由に該当する場合を 
除きＢ欄からＥ欄への記入は 
不要 
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マ イ ナ ン バー 関係書類 の 保存期間 と廃棄  
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マイナンバー法施行に伴う 

退職共済制度の事務取扱いの変更 
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マイナンバー法への対応について 

  マイナンバー法の施行に伴い支払者が税務申告する際、法定調書類

に個人番号の記載が求められるのに伴い、本会が取扱う沖縄県社会福

祉事業共済会「退職共済金」及び福祉医療機構「社会福祉施設職員等

退職手当共済制度」については、平成２８年１月１日以降、次のとおり取

扱います。 
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沖縄県社会福祉事業共済会が取扱う退職共済制度 

制度名 支 払 者 備 考 

１．退職共済金（沖縄県社会福祉事業共済会） 共済契約者（法人） 

２．社会福祉施設職員等退職手当共済制度 

   （独立行政法人福祉医療機構） 
福祉医療機構 事務受託  



Copyright© All Right Reserved 

Ⅰ 沖縄県社会福祉事業共済会「退職共済金」の取扱い 

 １．退職時に提出をする書類の様式等の変更  

   （１）共済制度脱退届（様式第６号）          様式変更なし  （共済会提出） 

     （２）退職共済金請求書（様式第９号）        様式変更あり  （共済会提出） 

   （３）退職所得の受給に関する申告書（様式９-１） 様式変更あり  （共済会へ提出しない）  

    ※ 各様式については、本会ホームページ http://www.kyousai.okishakyo.or.jp/ 

     より様式をダウンロードしてご利用下さい。 

１ 提出書類の様式等の変更 

http://www.kyousai.okishakyo.or.jp/
http://www.kyousai.okishakyo.or.jp/
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 （１）退職後は共済制度脱退届（様式第６号）、退職共済金請求書（様式第９号） の書類につ 

   いてはこれまでどおり共済会に提出することになりますが、マイナンバー法の施行により 

   「退職所得の受給に関する申告書」については、個人番号が記載されるため共済会では  

   取扱うことが出来ませんので、提出せずに法人で保管してください。退職所得の受給に関 

   する申告書の提出の有無は、退職金請求書で確認します。 

 

  （２）共済会から退職共済金の支払に伴う退職共済金支給明細書及び退職所得の源泉徴 
   収票を送付します。 
 
  （３）共済会が代理発行する退職所得の源泉徴収票には、事業所番号及び個人番号の記載 
   はありませんので必要な場合に番号の記入をお願いします。 
    ※ 個人発行用の源泉徴収票には、個人番号の記載は必要ありません。 

 

２ 「退職所得の受給に関する申告書」の取扱い等 
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退職共済金請求書（様式９号）の変更 

  

様式第９号                  

退職共済金請求書 

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿 金   円 

              

カード区分 103 処理区分 1       

  加入者番号   借入金残高 貸付金・購買金  ある  ない 

受 
 
 
 
給 
 
 
 
者 

住 所 

〒（    -     ）        残金の処理状況 

   平成   年   月   日完了 

フリガナ   自 宅   

氏 名   ㊞   連絡先   

会員が死亡の フリガナ   続  
 

柄 
  

場合受取人の 氏 名   ㊞   

採用年月日 加入年月日 退職年月日 退職当月の掛金 

年 
 年   月   日 

年 
 年   月   日 

年 
 年   月   日 

1   納付する 

  号 号 号 2   納付しない 

※ 年号 Ｓ=昭和 Ｈ=平成 

                          

※ 退職者本人の口 
  座に振込む場合 
   は、この枠内は 
  必ずご記入押印 

  下さい。 
 

委  
   
任 
   
状 

受給者氏名                     印 

 当法人の都合により上記の者へ送金することを委任いたします。 

    委任者（代表者）   公印 

請 
 

 

求 
 

 

者 

住      所 
 

共済契約者名 
 

代 表 者 名 

    

  
  

  

  公印   

指   定   口   座             

金
融
機
関 

  

銀   行 

  

支 店 共済会受付 

信用金庫 支 所 
  

  

（      ） 出張所   

普通預金(口座番号） 
口
座
名
義 

フリガナ       

    

    

    

            

※ 記載された預金通帳の写しを添付下さい。 

様式第９号 

退職共済金請求書 

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿 金   円 

              

カード区分 103 処理区分 1       

  加入者番号   借入金残高 貸付金・購買金  ある  ない 

受 
 
 
 
給 
 
 
 
者 

住 所 

〒（    -     ）        残金の処理状況 

   平成   年   月   日完了 

フリガナ   自 宅   

氏 名   ㊞   連絡先   

加入者が死亡の フリガナ   
続  
 

柄 
  

場合受取人の 氏 名   ㊞   

採用年月日 加入年月日 退職年月日 退職当月の掛金 

年 
 年   月   日 

年 
 年   月   日 

年 
 年   月   日 

1   納付する 

  号 号 号 2   納付しない 

※ 年号 Ｓ=昭和 Ｈ=平成 

                          

※ 退職者本人の口 
  座に振込む場合 
   は、この枠内は 
  必ずご記入押印 

  下さい。 
 

委  
   
任 
   
状 

受給者氏名                     印 

 当法人の都合により上記の者へ送金することを委任いたします。 

    委任者（代表者）   公印 

申  退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書の受理確認について 

告    1.  受理している     2.   受理していない   いずれかの番号に〇印を付けて下さい。  

書  注 ： 提出していない場合の源泉徴収税額は、支払いを受ける金額の20.42%相当する金額が課税されます。 

請 
 

 

求 
 

 

者 

住      所 
共済契約者名 
代 表 者 名 

    

    

  公印   

指   定   口   座             

金
融
機
関 

  

銀   行 

  

支 店 共済会受付 

信用金庫 支 所 

  
  

（      ） 出張所   

普通預金(口座番号） 
口
座
名
義 

フリガナ       

    

    

    

            

※ 記載された預金通帳の写しを添付下さい。 

旧様式 新様式 

「退職所得の受給

に関する申告書」

の提出の有無欄を

追加 
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1 書類の提出 

⇒ 

２ 退職共済金の振込 

⇒ 

３ 退職通知等の送付 

【契約者】【退職者】 【共済会】 【共済会】 

① 共済制度脱退届 
② 退職共済金請求書 
 ※２部提出（１部は写し可） 
③ 退職所得の受給に関する申告書 
④ 振込口座預金通帳の写し 
 

○ 退職共済金支給明細書に基づき退職共済金を
指定口座に振り込み。 
 
○ 退職共済金請求書で法人から 
 退職者口座への振込の委任を 
 受けた者は退職者口座へ振込。 

① 退職関係書類送付文書 
② 退職共済金支給明細書（２部） 
③ 退職所得の源泉徴収票（２部） 
④ 退職所得の受給に関する申告書 

※ 退職所得の受給に関する申告書については、 
 退職所得の源泉徴収税額を算定するために 
 共済会へ提出し、源泉徴収票を作成後に法人 
 に送付している。 
※ 契約者は退職者からの書類を確認後に法人 
 印を押印し、書類を提出。 
※ 書類のコピーを保管。 

    

    

４ 退職者へ書類送付 

⇒ 

５ 関係書類の保管 

⇒ 

６ 【契約者】【退職者】 

【契約者】 【契約者】 年末調整・確定申告 

① 退職関係書類送付文書 
② 退職共済金支給明細書（１部） 
③ 退職所得の源泉徴収票（１部） 
 

① 退職関係書類送付文書 
② 退職共済金支給明細書 
③ 退職所得の源泉徴収票 
④ 退職所得の受給に関する申告書 

【契約者】 
 「給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」へ  
 その年退職手当金等の支払を受ける全ての受給 
 者について報告します。 
【加入者(退職者)】 
 「退職所得の受給に関する申告書」を提出されて 
 いない場合は、確定申告が必要となります。 

    

３． 共済会 退職共済金支給までの流れ 

（１） 現 行 
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1 書類の作成・提出 

⇒ 

２ 退職通知等の送付 

⇒ 

３ 退職者へ書類送付 

【契約者】【退職者】 【共済会】 【契約者】 

① 共済制度脱退届 
② 退職共済金請求書 
 ※ ２部提出（１部は写し可） 
③ 振込口座預金通帳の写し 
④ 退職所得の受給に関する申告書 
 ※ 退職者が作成し、個人番号を記載 

① 退職関係書類送付文書 
② 退職共済金支給明細書（２部） 
③ 退職所得の源泉徴収票（4部） 

① 退職関係書類送付文書 
② 退職共済金支給明細書（１部） 
③ 退職所得の源泉徴収票（１部） 
  （個人番号は記入しない。） 
 
 

※マイナンバー法の施行により「退職所得の受給  
 に関する申告書」については、個人番号が記載さ  
 れるため共済会は取扱うことが出来ませんので、 
 共済会に提出せずに法人で保管。 
※「退職所得の受給に関する申告書の提出の有無 
 は、退職金請求書で確認。 
※ 契約者は退職者からの書類を確認後に法人印を 
 押印し、書類を提出。 
※ 書類のコピーを保管。 
 

※ 提出書類を受付後に内容を確認し、関係書類を  
 作成し、決定通知を契約者に送付。 

※ 退職者へ送付する源泉徴収票には個人番号は記  
 入しない。 

      

４ 退職共済金の振込 

⇒ 

５ 関係書類の保管 

⇒ 

６ 【契約者】【退職者】 

【共済会】 【契約者】 年末調整・確定申告 

○ 退職共済金支給明細書に基づき退職共済金を指
定口座に振り込み。 
 
○ 退職共済金請求書で法人から退職者口座への振
込の委任を受けた者は退職者口座へ振込。 

① 退職関係書類送付文書 
② 退職共済金支給明細書 
③ 退職所得の源泉徴収票 
④ 退職所得の受給に関する申告書 

【契約者】 
 「給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」へそ
の年退職手当金等の支払を受ける全ての受給者に
ついて報告します。 
【加入者(退職者)】 
 「退職所得の受給に関する申告書」を提出されてい
ない場合は、確定申告が必要となります。 

  ※ 退職所得の源泉徴収票に法人番号・個人番号を記入。 

（２） 変更後 
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退職共済金支給明細書 

退職共済金支給明細書 

支給日：平成  年  月  日 

作成日：平成  年  月  日 

受 

給 

者 

施設団体番号   施設団体名   

加入者No.   氏     名   

加入年月日 退職年月日 

年号 昭和    年     月     日 年号 平成     年     月     日 

加入年数 年      月 加入月数 月 

退
職
共
済
金
計
算
書 

計算対象月数 支給率 積立金累計 本人拠出金 支給額明細 

加入6カ月未満（1～5） 0.50        

加入期間3年未満(35) 0.85        

3年以上6年未満(36) 1.00        

6年以上9年未満(36) 1.10        

9年以上12年未満(36) 1.20        

※H17年4月改正 1.15        

12年以上20年未満(96) 1.30        

※H17年4月改正 1.20        

20年以上 1.35        

※H17年4月改正 1.25        

合計（総支給額）         

 ＊ 法人拠出金と本人拠出金は同額になります。 

            
キリトリセン 

            

                        

退職一時金支給内訳書 

受 

給 

者 

施設団体番号   施設団体名   

加入者No.   退職者氏名   

①合計支給額 ②本人拠出額 ③退職金額 

      

 ＊ ②は預り金で受け入れて下さい。 

    ③は雑収入で受け入れて下さい。（源泉徴収分） 

施設団体控 



退職所得の源泉徴収票・特別徴収票（Ａ４ ４枚セット） 

本会が支払う退職
共済金に関する
「退職所得の源泉
徴収票・特別徴収
票」については、
本会で支払者を契
約者（法人）名でＡ
４用紙に４枚セット
（税務署提出用、
受給者交付用）を
作成し、送付いた
します。 



共済会各種様式等 



  様式名 様式番号 根拠規定 添付書類 提出期限 提出を必要とする事由 備 考 

１ 共済契約申込書 様式第１号 
共済事業規程 

第４条 

  

  
１週間以内（加入施設・団体
登録事項により） 

法人が新たに加入をするとき   

２ 共済契約変更届 様式第２号 
   〃 

第７条２項（１） 

  

  

事由発生後早目に提出 契約者の登録事項に変更が生じたとき   

３ 加入者届 様式第３号 
   〃 

第８条１項（１） 

  １週間以内（加入者の必要登
録事項があるため） 

職員が新たに加入するとき   

４ 加入者休職・復職届 様式第４号 
   〃 

第８条１項（２） 

  

  

１週間以内 加入者が休職または復職するとき   

５ 氏名変更・配置換え届 様式第５号 
   〃 

第８条１項（３） 

  

  

配置換えは１週間以内 加入者に氏名変更または配置換えが生じた
とき 

  

６ 共済制度脱退届 様式第６号 
   〃 

第８条１項（４） 

  事由発生後早目に提出 

様式９号と一緒に提出 

1.加入者が退職したとき 

2.加入者が死亡したとき（遺族） 

  

７ 継続職員異動届 様式第７号 

   〃 

第８条１項（５） 

  １週間以内 異動前、異動後の施設団体がいずれも 

本共済会に加入している施設・団体職員に
異動があったとき 

  

８ 共済制度掛金納付明細書 様式第８号 

   〃 

第１４条２項 

    退職・休職等で掛金の納付額（引落）に変
更がある場合は、共済会まで事前に連絡す
る 

毎月共済会で作成し納付依
頼をする。 

９ 退職共済金請求書 様式第９号 
   〃 

第２０条３項（１） 

普通預金通帳（写） 

  

事由発生後早めに提出 

様式６号と一緒に提出 

1.加入者が退職したとき 

2.加入者が死亡したとき（遺族） 

  

10 
退職所得の受給に関する申告書 

退 職 所 得 申 告 書  様式第９号－１ 
税務署指定様式   事由発生後作成し事業所で 

保管 

1.加入者が退職したとき 

2.加入者が死亡したとき（作成不要） 

共済会には提出しない。 

11 

結婚・傷病・災害・死亡給付金 

請求書 

様式第１０号 

   〃 

第２０条３項（２） 
傷病見舞金のみ１ヶ月以上の診断
書の（写） 

普通預金通帳（写） 

災害の場合は罹災証明書 

事由発生後早目に提出。 

遡って１年以内 

  

1.加入者が結婚したとき 

2.一親等以内が死亡したとき 

3.加入者が１ヶ月以上の傷病・療養 

 があったとき 

4.加入者が火災・風災害などの不可効 

 力等で損害を受けたとき 

  

12 講座受講助成金様式 別紙様式 
講座受講助成金様式 講座受講代金の領収証（写） 

普通預金通帳（写） 

事由発生後早目に提出 本会指定のカルチャー教室等で加入者が講
座受講をしたとき（年１回） 

  

13 給与変更届（掛金算定基礎） 別紙様式 

共済事業規程 

第１３条１項 

    

  
各加入施設・団体に毎年４月１日現在の給
与月額の報告依頼（共済会から毎年１回、
３月に依頼する） 

各加入者毎の一覧表により
作成し給与変更届の提出依
頼をする。 

共 済 事 業 規 程 に よ る 諸 提 出 書 類 及 び 提 出 期 限 



共済契約申込書（様式第１号） 

  様式第１号                               

  共 済 契 約 申 込 書 共済会受付印 
  

    

   一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿       

        

   一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会共済事業規程を了承し、       

  次の通り共済契約を申し込みます。       

        

  申込日  平成28年4月1日       

    

  

共済契
約者 

法人等の名称及び代表者名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 代表者印   

   (ﾌﾘｶﾞﾅ) 
  シャカイフクシホウジン リュウキュウフクシカイ       

   法人名  社会福祉法人 琉球福祉会        

   (ﾌﾘｶﾞﾅ) 
         リジチョウ  オキナワ イチロウ       

   代表者名 理事長 沖縄 一郎       

  
 

住所 

郵便番号 9 0 3 － 0 8 0 4 電話番号  （ 098  ） 885  － 2821       

  
    那覇市首里石嶺町4-373-1  

  

    

    

  

※ 連絡先 

電話番号  （ 098  ） 885  － 2821       

  ＦＡＸ番号  （ 098  ） 885  － 2822       

  担当者名  沖縄 夏子   

    

  下記事業所（事業体）を共済契約代行者として届出いたします。   

    

  
  

施設番号 施設の名称及び共済契約代行者氏名（施設長名) ・ 印   

  施設の種類 施設所在地   

  

１ 

677 
(ﾌﾘｶﾞﾅ)   ﾘｭｳｷｭｳﾎｲｸｴﾝ 印   

  
       琉球保育園  

  

  
保育園 

〒903- 
0803   那覇市首里石嶺町4-444-4   

  電話番号  （098 ） 885 －2222 FAX番号  （098 ） 885 － 2223   

  

2 

678 
(ﾌﾘｶﾞﾅ)   ﾅﾊﾎｲｸｴﾝ 印   

  
       那覇保育園  

  

  
保育園 

〒903- 
0803   那覇市首里平良1-123-4   

  電話番号  （098 ） 885 －2233 FAX番号  （098 ） 885 － 2234   

  

3 

  
(ﾌﾘｶﾞﾅ)   

印 

  

  
  

  

  
  

〒 
    

  電話番号  （     ）      －      FAX番号  （     ）      －        

  

4 

  
(ﾌﾘｶﾞﾅ)   

印 

  

  
  

  

  
  

〒 
    

  電話番号  （     ）      －      FAX番号  （     ）      －        
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  様式第２号                           

  共済契約変更届 共済会受付印   

        

   一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿       

        

   財団法人沖縄県社会福祉事業共済会共済事業契約規程       

  第７条の規定に基づき、下記の通り届出いたします。       

        

  平成28年7月1日       

    

  

共済
契約
者 

名 
称 

フリガナ  シャカイフクシホウジン リュウキュウフクシカイ 代表者職・氏名 代表者印   

  （法人名） 
 社会福祉法人 琉球福祉会  理事長 沖縄 一郎 

    

        

  
法人 
住所 

郵便番号 9 0 3 － 0 8 0 4 電話番号 （098） 885－2821       

  
 那覇市首里石嶺町4-373-1 

  

    

    

  

※ 連絡先 

電話番号  （ 098 ） 885  － 2821       

  ＦＡＸ番号  （ 098 ） 885  － 2822       

  担当者名  沖縄 夏子   

    

  下記事項の変更について届出いたします。   

    

  ① 共済契約者の変更   

  

共済
契約
者 

名 
称 

フリガナ  シャカイフクシホウジン リュウキュウフクシカイ 代表者職・氏名 代表者印   

  （法人名） 
 社会福祉法人 琉球福祉会  理事長 沖縄 二郎 

    

        

  
法人 
住所 

郵便番号 9 0 3 － 0 8 0 4 電話番号 
（098） 885－
2821 

      

  
   那覇市首里石嶺町4-373-1 

  

    

    

  ② 事業所(事業体)・共済契約代行者の変更   

  
  

施設番号     施 設 ・ 事 業 所 名     ＴＥＬ 共済契約代行者 
氏名（施設長名） 

  

  施設の種類     所 在 地     ＦＡＸ   

    

  

フリガナ  リュウキュウホイクエン     

   
  

  変 
      琉球保育園 

    

  更     

  後 
保育園 

〒 
那覇市首里石嶺町5-555-5 

  

        

    

701 

フリガナ  リュウキュウホイクエン     

  
  

  変 
      琉球保育園 

（098） 885-2222   

  更 （098） 885-2223   

  前 
保育園 

〒
903-
0803  那覇市首里石嶺町4-444-4 

住
所
変
更 

        

    

  

フリガナ       

  

  

  変 
  

（   ）   -   

  更 （   ）   -   

  後 
  

〒 
  

  

        

    

  

フリガナ       

  

  

  変 
  

（   ）   -   

  更 （   ）   -   

  前 
  

〒 
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  様式第３号                                 共済会受付印   

  加 入 者 届 

  

  

    

  一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿   

    

  下記のとおり加入申込をいたします。 連 
絡 
先 

電話番号 098-885-2821   

  部署名 総務部   

  平成28年4月1日 担当者 沖縄 夏子   

    

  

共済
契約
者 

名 
称 

（法人名・施設名）代表者名                                   

     社会福祉法人琉球福祉会 理事長 沖縄二郎 公印       

  
住 
所 

〒903-0804     

     那覇市首里石嶺町4-373-1   

    

  カード区分 101   

  ※印は記入しないでください。   

  

1 

処理 
区分 

加入者 
番  号 

施設 
番号 

氏  名 加入者の住所   

  
1 

※     ※   
  

 オキナワ ハナコ 

 那覇市首里平良町1-1-1 
  

      沖縄 花子 印   

  
性別 
1.男 
2.女 

生年月日 
Ｓ.昭和 Ｈ.平成 

職  名 
年号 
 Ｈ 加入年月日 標準給与月額   

  
1 S ５５．５．５ 事務員   ※    １６６，０００円 

  

    

    

  

2 

処理 
区分 

加入者 
番  号 

施設 
番号 

氏  名 加入者の住所   

  
1 

※     ※   
  

  

  
  

        印   

  
性別 
1.男 
2.女 

生年月日 
Ｓ.昭和 Ｈ.平成 

職  名 
年号 
 Ｈ 加入年月日 標準給与月額   

   
         ※ 円 

  

    

    

  

3 

処理 
区分 

加入者 
番  号 

施設 
番号 

氏  名 加入者の住所   

  
1 

※     ※   
  

  

  
  

        ㊞   

  
性別 
1.男 
2.女 

生年月日 
Ｓ.昭和 Ｈ.平成 

職  名 
年号 
 Ｈ 加入年月日 標準給与月額   

   
         ※ 円 

  

    

    

  

4 

処理 
区分 

加入者 
番  号 

施設 
番号 

氏  名 加入者の住所   

  
1 

※     ※   
  

  

  
  

        ㊞   

  
性別 
1.男 
2.女 

生年月日 
Ｓ.昭和 Ｈ.平成 

職  名 
年号 
 Ｈ 加入年月日 標準給与月額   

   
         ※   円 

  

    

    

ﾌﾘｶﾞﾅ 
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ﾌﾘｶﾞﾅ 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

  様式第４号                                           

  加入者休職・復職届 共済会受付印   

  

  

  

  一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿   

    

  下記のとおり届出いたします。       

        

        

  平成28年6月1日             

    

  
共
済
契
約
者 

名 
称 

（法人名） ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ﾘｭｳｷｭｳﾌｸｼｶｲ 
代表者氏名  理事長 沖縄 二郎  公印  

  

        社会福祉法人 琉球福祉会   

  住 
所 

〒 903-0804 
施 設 名 琉球保育園 

  

  那覇市首里石嶺町4-3731-1   

    

    
加入者 
番  号 

 加入者氏名 生年月日 事実の発生年月日 発生コード 備考   

  

1 12345 

ﾌﾘｶﾞ
ﾅ 

ｵｷﾅﾜﾊﾅｺ 
1.昭
和 

S 55/1/11 H27年5月31日 1.休職、 2.復職 

      

  沖縄 花子 
2.平
成 

      

  

２ 12356 

ﾌﾘｶﾞ
ﾅ 

ｵｷﾅﾜﾌｸｺ 
1.昭
和 

S 58/1/11 H27年6月1日 1.休職、 2.復職 

      

   沖縄 福子 
2.平
成 

      

  

3   

ﾌﾘｶﾞ
ﾅ 

  
1.昭
和 

  年  月  日     年  月  日 1.休職、 2.復職 

      

    
2.平
成 

      

  

4   

ﾌﾘｶﾞ
ﾅ 

  
1.昭
和 

  年  月  日     年  月  日 1.休職、 2.復職 

      

    
2.平
成 
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ﾌﾘｶﾞﾅ 

  様式第５号                                           

  加入者氏名変更・配置換え届 共済会受付印   

            

  一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿       

        

  下記のとおり届出いたします。       

        

  平成28年1月10日           

    

  
共
済
契
約
者 

名 
称 

（法人名） ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ﾘｭｳｷｭｳﾌｸｼｶｲ 
代表者氏名  理事長 沖縄二郎  公印 

  

       社会福祉法人 琉球福祉会   

  
住 
所 

〒 903-0804 
施 設 名 琉球保育園 

  

     那覇市首里石嶺町4-373-1   

    

  カード区分 101 処理 2         

  【氏名の変更】   

    
加入者 
番 号 

 加入者氏名   変更後 変更年月日 備考   

  
1 

    ﾌﾘｶﾞﾅ     ｵｷﾅﾜ ﾊﾙｺ  ﾘｭｳｷｭｳ ﾊルｺ 
 H 28年1月5日   

  

  13579 沖縄 春子 琉球 春子   

  
２ 

    ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾌﾘｶﾞﾅ 
    年  月  日   

  

            

  
3 

    ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾌﾘｶﾞﾅ 
    年  月  日   

  

            

    

  カード区分 101 処理 2         

  【配置換え】   

  
  

加入者 
番   号 

加入者氏名 
変 更 前 変 更 後 

変更年月日 
  

  施 設 名 施 設 名 施設番号   

  
1 14588 

ﾌﾘｶﾞﾅ       
  H28年1月1日 

  

   沖縄 奈々子 琉球保育園 那覇保育園   

  
2   

ﾌﾘｶﾞﾅ       
  年 月 日 

  

          

  
3   

ﾌﾘｶﾞﾅ       
  年 月 日 
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共
済 

様式第６号 

共済制度脱退届 

脱 
 

 

退 
 

 

者 

加入者番号 11,111 
借入金 
残 高 

  円 
貸付金・購買金 
の  確  認 

1. ある 2. ない 

住   所 

〒   
－ 903-0888                  残金の処理状況 

  那覇市首里石嶺町123-456  平成   年   月   日完了 

フリガナ    キョウサイ アキコ 
自 宅 電話 098 （ 888 ） 1212      

氏   名  共 済 秋 子 印 
連絡先 電話      （      ）       

職   名  保育士 性別 
1. 男 年 号 Ｓ・・昭和 Ｈ･･平成   

2. 女 生年月日 Ｓ 40 年 4 月 14 日 

加 入 
年月日 

1.昭和 
2.平成 10 年11月 1日 

脱 退 
年月日 

  
平成   27 年 12 月 31 日  

  

    

脱退の 
理 由 

 該当する符号に○印を付してください。                         

  1. 普通退職 2. 定年退職 3. 傷病退職   

  4. 本人死亡       5. その他（               ）           

 
                                                 

    

   上記の者は、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会共済事業規程第18条の規定により   

  資格を喪失したので届出ます。   

  共済会受付印   

  平成28年1月10日               

        

  一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿       

        

                

  施 設 団 体 名  社会福祉法人 琉球福祉会   

  所 属 長 名  理事長 沖 縄 二 郎 
公
印 
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ﾌﾘｶﾞﾅ 

様式第７号 

共済会受付印 

継続職員異動届 

   一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿 

 財団法人沖縄県社会福祉事業共済会共済事業契約規程 

第８条第１項第５号の規定に基づき、下記の通り届出いたします。       

平成28年8月1日届出 

カード区分 101 処理 2 加入者番号 12,121 
施設団体 
番      号 

※ 

加入者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾔﾏｶﾜ ﾊﾅｺ 

加 入 
年月日 

昭   

性 
別 

    

  山 川 花 子 
平 12年 12月 1日 男 ・ 女 

        

異動前の職種    事務員 異動後の職種  事務員 

異動年月日 平成 ２７ 年 7 月 31日退職 平成 ２７ 年 ８  月 1 日再就職 

異動前の月捧 １４０，０００円 異動後の月捧 １４４，０００円 

異動前 
法人名 

 
代表者名 

  社会福祉法人 琉球福祉会 

  理事長 沖 縄 二 郎   公印     

異動後 
法人名 

 
代表者名 

  社会福祉法人 那覇福祉会 

  理事長 那 覇 一 郎   公印     

※ 年号 Ｓ=昭和 Ｈ=平成 

(注) １． この届は、異動前共済契約者が必要事項を記入し、異動後共済契約者へ送付し、 

必要事項を記入後、共済会へ提出してください。 

２． 転出日、転入日が引続かない場合は、継続職員となりませんので注意してください。 

３． この届を提出した場合は、その被共済職員にかかる「加入者届」は提出しないでください。 

社
会
福
祉

法
人
琉
球

福
祉
会
理

事
長
の
印 

 
社
会
福
祉

法
人
那
覇

福
祉
会
理

事
長
の
印 

 



退職共済金請求書（様式第９号） 

57 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

社
会
福
祉

法
人
那
覇

福
祉
会
理

事
長
の
印 

 

共
済 

社
会
福
祉

法
人
琉
球

福
祉
会
理

事
長
の
印 

 

    様式第９号                                   

  退職共済金請求書   

  一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿 金   円   

                  

  カード区分 103 処理区分 1         

    加入者番号 11,111 借入金残高 貸付金・購買金  ある  ない   

  

受 
 
 
 
給 
 
 
 
者 

住 所 

〒（ 903 -0888 ）        残金の処理状況   

    那覇市首里石嶺町123-456  平成   年   月   日完了   

  フリガナ     キョウサイ アキコ 自 宅     

  氏 名    共 済 秋 子 印   連絡先 098-888-1212   

  加入者が死亡の フリガナ   続  
 

柄 
  

  

  場合受取人の 氏 名   印     

  採用年月日 加入年月日 退職年月日 退職当月の掛金   

  年 
Ｈ10 年11 月 1 日 

年 
Ｈ10 年11 月 1 日 

年 
Ｈ 27年12 月31日 

1   納付する   

    号 号 号 2   納付しない   

  ※ 年号 Ｓ=昭和 Ｈ=平成   

                            

※ 退職者本人の口 
  座に振込む場合 
   は、この枠内は 
  必ずご記入押印 

  下さい。 
 

  

  委  
   
任 
   
状 

受給者氏名                     共 済 秋 子 印   

  
 当法人の都合により上記の者へ送金することを委任いたします。 

  

    

  社会福祉法人 琉球福祉会   

      委任者（代表者） 理事長 沖 縄 二 郎 公印   

    

  申   退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書の受理確認について   

  告    1.  受理している     2.   受理していない   いずれかの番号に〇印を付けて下さい。    

  書     注 ： 提出していない場合の源泉徴収税額は、支払いを受ける金額の20.42%相当する金額が課税されます。   

    

  

請 
 

 

求 
 

 

者 

住      所 
共済契約者名 
代 表 者 名 

   那覇市首里石嶺町456-789     

  
   社会福祉法人 琉球福祉会 

    

      

     理事長 沖 縄 二 郎 公印     

  指   定   口   座               

  金
融
機
関 

沖縄 

銀   行 

沖縄 

支  店 共済会受付   

  信用金庫 支 所 
  

    

  （      ） 出張所     

  普通預金(口座番号） 
口
座
名
義 

フリガナ キョウサイ アキコ       

  

〇〇〇〇〇〇    共 済 秋 子 
      

        

                

  ※ 記載された預金通帳の写しを添付下さい。   

                                          

共
済 
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ﾌﾘｶﾞﾅ 

社
会
福
祉

法
人
琉
球

福
祉
会
理

事
長
の
印 

 

共
済 

  様式第10号                                           

    

  結婚・傷病・災害・死亡給付金請求書   

    

   一般財団法人   

   沖縄県社会福祉事業共済会理事長 殿   

    

   共済事業規程に定める下記給付金について次のとおり請求しますので、   

  決定のうえは下記口座へお支払下さるようお願いします。   

    

  カード区分 104 処理区分 1   

  ※印は記入しないで下さい。   

  加入者番号 第  11,111号 加入年月日 
昭和 

平成   20 年  11  月  1日 
  

  
種別 
番号 

2   一金  10,000 円 給付年月日  ※       年    月   日 
  

  

  

施設団体名   社会福祉法人 琉球福祉会 
種 
 

別 
 

事 
 

由 

2.結婚祝金     

   平成 ２７年 １０月 １０日婚姻   

  3.傷病見舞金     

  

加入
者 
・ 

請求
者 

住 所 

〒 903-0888 （医師による診断書を添付）     

  
那覇市首里石嶺町123-456 

 ※1ヶ月以上（写でも可）     

  4.災害見舞金     

  
職 名    保育士 

  （添付書類:          ）   

  5.死亡弔慰金     

  
氏 名 共 済 秋 子 印   

  （続柄：          ）     

   平成   年   月   日死亡   

  加入者が死亡の フリガナ   
   

    続 
柄 

  
  

  場合受取人の 氏名   印     

  注記：２から５までの何れかを該当するものに〇印及び記入をして下さい。                 

    該当するものの添付書類は、申請書と同時に提出して下さい。                   

    

  上記のとおり申請いたします。   

    

  申請年月日    平成27年10月25日   

  

申 
 

 

請 
 

 

者 

住      所  那覇市首里石嶺町１２３－４５６ 
  

    

  
共済契約者名  社会福祉法人 琉球福祉会 

  

    

  
代  表  者  名  理事長 沖 縄 二 郎 

    

  公印     

  指  定  口  座               

  

金融 
機関 

  銀   行   支 店     共済会受付   

  沖縄 信用金庫 沖縄 支 所                 

    （      ）   出張所         

  普通預金(口座番号) 

口座 
名義 

フリガ
ナ 

  キョウサイ アキコ       

  

 〇〇〇〇〇〇 

                        

  
共 済 秋 子 

      

              

              ※ 記載された預金通帳の写しを添付して下さい。               
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Ⅱ 福祉医療機構及び共済会加入者の退職金請求事務の取扱い 

   （１） 被共済職員退職届（約款様式第７号）                （様式変更あり） 

     （２） 退職手当金請求書・合算申出書（約款様式第７号の②）と 
      退職所得の受給に関する申告書                    （ 様式変更あり） 

   （３） 本人確認貼付用紙（個人番号確認用 添付書類）        （新規） 

 

 

 

    
    （４） 退職所得の源泉徴収票（退職共済金分）を添付          （新規） 

※  以上３点の「ホッチキス留め」（マイナンバーが第三者の目に触れない事への対 
  策）を行い、その後、４枚目の書類として次の（４）の「退職所得の源泉徴収票（退 
  職共済金分)」をホッチキス留めにしてご提出下さい。 

１ 共済会に提出をする書類の様式等の変更 
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２ 共済会退職共済金の退職所得の源泉徴収票等の取扱い 

（１） 支払者である機構は、法の施行により退職所得に関する法定調書類に請求者の個人番号が必要

になります。 

 （２） 「退職所得の受給に関する申告書」（以下「退職所得申告書」 という。）内に設けられる個人番号  

   記入欄に、請求者本人(退職者)が個人番号を 記入します。 

（３） これまで共済会から給付される退職共済金の「退職所得の源泉徴収票」は本会で「退職所得申告

書」に貼付けして機構に送付していましたが、法の施行により、個人番号が記載される「退職所得申

告書」を共済会は取扱うことが出来なくなります。 

（４） これまで共済会で貼付けしていた「退職所得の源泉徴収票」は法人の方へ送付いたしますので、

法人から請求者へ交付して下さい 

（５） 共済会から給付される退職共済金は、退職所得申告書に反映させる必要があり、今後は請求者本

人が退職所得申告書への貼付け(添付)作業を行う事になります。 
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  福祉医療機構の退職所得申告書に添付する「退職所得の源泉徴収票」（共済会 退職共済金

分）は、本来、受給者交付用の源泉徴収票ですので、個人番号を記載する必要がありません。 

  従って、前記の原則論を踏まえたうえで共済契約者（法人）において対応（添付）していただ

くことが妥当と考えます。  

※ 源泉徴収票を共済契約者(法人)において添付する旨請求者の了解を得ること。 

※ 源泉徴収票の訂正等を行わないこと。 

（６）具体的な対応 

 「退職所得申告書」への源泉徴収票の添付作業は原則として請求者本人が行うものですが、

しかし現実的な問題として難しいため、次の対応をお願いします。 

（７） 福祉医療機構加入者の退職金請求手続きは、共済会から「退職共済金支給明細書」及び 

  「退職所得の源泉徴収票(退職共済金分)」到着後に行ってください。 
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現 
 

行 

１ 書類の作成 

⇒ 

２ 書類の提出 

⇒ 

３ 書類の受付 

⇒ 

４ 書類の発送 
【契約者】【請求者】 【契約者】 【共済会】 【共済会】 

① 退職手当金請求書(契約者) 
② 被共済職員退職届(請求者) 
③ 退職所得の受給に関する申告書 
  (請求者) 
※ （）内の記載者が作成。 

① 退職手当金請求書 
② 被共済職員退職届 
③ 退職所得の受給に関する申告書 

① 退職手当金請求書 
② 被共済職員退職届 
③ 退職所得の受給に関する申告書 

① 共済契約者番号順 
② 職員番号順 

※ 原本１部、コピー２部 
 コピー１部を契約者控えとして保管 

※ 原本１部、コピー１部 合計２部提出 ※ 内容確認・押印漏れ等、不備につい 
 ては返却 
※ 退職所得の受給に関する申告書へ 
 「源泉徴収票」の添付 

※ 番号順に並べて発送 

        

変 

更 

後 

１ 書類の作成 

⇒ 

２ 書類の提出 

⇒ 

３ 書類の受付 

⇒ 

４ 書類の発送 
【契約者】【請求者】 【契約者】 【共済会】 【共済会】 

① 被共済職員退職届【契約者】 
② 退職手当金請求書・合算申出書 
  退職所得の受給に関する申告書 
  【請求者】 
③ 本人確認貼付用紙【請求者】 
④ 退職所得の源泉徴収票（退職共済金   
 分)を添付 【契約者】 
※【 】内の記載者が作成。 

① 被共済職員退職届 
② 退職手当金請求書・合算申出書 
  退職所得の受給に関する申告書 
③ 本人確認貼付用紙 
④ 退職所得の源泉徴収票（退職共済 
 金分)を添付 
 

① 被共済職員退職届 
② 退職手当金請求書・合算申出書 
  退職所得の受給に関する申告書 
③ 本人確認貼付用紙 
④ 退職所得の源泉徴収票（退職共済 
 金分)を添付 
 

① 共済契約者番号順 
② 職員番号順 

※機構加入者の退職金請求手続きは、 
 共済会から「退職所得の源泉徴収票 
 （退職共済金分)」到着後に行ってくだ 
 さい。 

※ 上から①、②、③、④の順に重ね 
 あわせ、個人番号が見えない措置 
 を講じて提出。 

※ ②～④のマイナンバーを記載した 
 書類に関しては、確認は行いません。 

※ 番号順に並べて発送 

２ 福祉医療機構及び共済会加入者の退職金請求事務の流れ 



福祉医療機構 提出書類 

63 

① 被共済職員退職届 

② 請求書・合算申出書 

③ 本人確認書類貼付用紙 

  共済契約者(法人)は、「被共済職員退職届(約款様式第７号)」、「退職手当金請求書・合算申出書(約款様
式第７号の②)と退職所得の受給に関する申告書/ 退職所得申告書」及び、「本人確認貼付用紙」(添付書
類)以上３点の「ホッチキス留め」(マイナンバーが第三者の目に触れない事への対策)を行い、その後、４枚
目の書類として「退職所得の源泉徴収票(退職共済金分)」をホッチキス留めにしてご提出下さい。 



福祉医療機構書類のホッチキス留めの方法 
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３点の「ホッチキス留め」 

 

マイナンバーが第三者の目 

に触れない事への対策 



福祉医療機構書類への共済会退職所得の源泉徴収票を添付 
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ホッチキス留めした福祉医療機構提出書類の後ろに共済会の「退職所得の源泉
徴収票」をホッチキス留めして、共済会に提出する。 

左上で 

ホッチキス留め 

共済会退職所得の源泉徴収票を添付


